
金属アーク溶接等作業にかかる
健康障害防止措置について

「溶接ヒューム」が特定化学物質（管理第２類物質）
として位置付けられたことにより、令和３年４月１日以
降、次の措置を講じる必要があります（未実施が多く認
められる措置について赤字で表示）。

未実施の措置が無いか、改めて確認してください。
１ 全体換気装置による換気等
２ 溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用
保護具の使用及びフィットテストの実施等

３ 掃除等の実施
４ 特定化学物質作業主任者の選任
５ 特殊健康診断の実施等
６ その他必要な措置

(１) 安全衛生教育
(２) ぼろ等の処理
(３) 不浸透性の床の設置
(４) 立入禁止措置
(５) 運搬貯蔵時の容器等の使用等
(６) 休憩室の設置
(７) 洗浄設備の設置
(８) 喫煙または飲食の禁止
(９) 有効な呼吸用保護具の備え付け等

るもい労働衛生通信
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留萌労働基準監督署

関連情報等の
ホームページは
こちらから→

Ｑ＆Ａの
ダウンロードは
こちらから→

ＨＰはこちら↑

措置内容の詳細は
リーフレットを参照‼



令和５年４月１日以降、作業を請け負わせる一人親方
等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、
労働者と同等の保護が図られるよう、新たに以下の措置
を実施することが事業者に義務付けられます。

この情報の詳細については、留萌労働基準監督署 監督・安衛課
(℡：0164-42-0463)までお問い合わせください。

一人親方等の安全衛生対策について

リーフレット類の
ダウンロードは
こちらから↓

↑厚生労働省リーフレット
「2023年４月１日から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます」から引用

厚生労働省リーフレット↗
「2023年４月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます」から引用

具体的な
周知の方法も
確認しましょう↓


